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第 1８回（202４年度） 

明海中学校ＰＴＡ定期総会 議案書 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦安市立明海中学校ＰＴＡ 

  

PTA 総会の開催方法について 

2024 年度の PTA 総会については、会員の皆様の利便性を勘案し、書面での議

案書の交付・決議とさせていただきます。別途配布の「PTA 定期総会 態度表明

書」の提出をお願いいたします。 

皆様の態度表明書提出後、速やかに各議案の賛否について集計を行い、承認結

果については書面にてお知らせするとともに、態度表明書の中で頂いたご意見・ご

質問・要望などにも回答を記載させていただく予定です。 
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2024 年度 PTA 総会議案について 

 

2024 年度の明海中学校 PTA 総会として、以下の議案（１）～（４）について、書面での審議

をお願い申し上げます。採決については、別途お配りしております「態度表明書」の提出・集計をもって

実施させていただきます。 

 

 

議案（１）PTA 会則の改定について 

【別紙１】（P3～P14）の通り、PTA 会則を改定させていただきたいと考えますので、賛否を伺います。 

 

＜会則の主な改定事項＞ 

・明海中学校 PTA が解散した場合の会の残金の扱いがないため、新たに扱いを規定（第 6 条） 

・学年委員会と活動支援委員会を統合し、新たに学年支援委員会を新設（第 7 条、第 11 条） 

・本部役員の最低人数について、目安人数に変更（旧第 16 条⇒新第 12 条） 

・クラスごとの学級委員選出や学級会の規定を削除、委員は学年ごとに選出（旧第 13 条の削除） 

・年次の PTA 総会の開催後に各委員が目安の人数に満たない場合は代表委員会にて委員を追加選

任して、補充をできるように規定を見直し（第 17 条） 

 

 

議案（２）202４年度役員、委員及び会計監査の改選 

【別紙２】（P15～17）の通り、2024 年度の PTA 役員を選任したく、賛否を伺います。 

 

 

議案（３）2023 年度活動報告および、会計報告の承認について 

【別紙３】（P18～21）の通り、2023 年度の PTA 活動内容を報告いたします。また、【別紙４】

(P22)の通り監査済の 2023 年度会計を報告いたしますので、承認をお願いいたします。 

 

 

議案（４）2024 年活動計画ならびに予算の承認について 

【別紙５】（P23）の通り 2024 年度の活動計画を提案させていただきます。また、活動計画に基づく

予算案を【別紙６】（P24）の通り提案させていただきますので、承認をお願いいたします。 

 

 

 

 

（参考） 

2023 年度末時点の PTA 備品一覧を【別紙７】(P25)として添付しております。 
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【別紙１】PTA 会則改定案 

 

明海中学校 PTA 会則について、以下の「提案内容」および「新旧対照表」の通り、会則改定を提案

いたします。 

 

＜提案内容＞ 

第２条（会員） 

これまで全世帯に原則加入をお願いしていた PTA について、加入意向を PTA カードを通じて確認する

事としたため、PTA に加入されない方がいらっしゃる事を踏まえた表現に見直します。 

 

第６条（会計） 

万一、本会が解散に至った場合に備え、残余の PTA 会費の扱いについて、浦安市（明海中学校）ま

たは、浦安市の指定する機関に対して寄付ができるように規定を新設します。 

 

第 7 条（機関） 

委員会体制等の見直しに合わせて、本規定に定める機関（委員会）を削減します。 

・本部委員会を廃止 

・学年委員会と支援委員会を統合し、学年支援委員会を新設 

・学級ごとの委員選出をやめて、学年単位の委員選出にする事とし、学級会を廃止 

 

第８条（総会） 

本会則には PTA を解散する際の手順が規定されていないため。総会決議にて本会の解散が可能となる

ように規定を追加いたします。 

（現段階で、明海中学校 PTA の解散を予定しているものではありませんが、さらなる環境変化によ

りＰＴＡ会員の大幅減少や役員の担い手などが確保できず、会の存続が困難になった場合のため

の規定追加とご理解いただければ幸いです。） 

 

第１０条（本部委員会） 

本部委員会については、代表委員会と役割が重複するために廃止します。なお、会長、副会長、書記、

会計の役職については、引き続きまとめて本部委員という呼称で呼びます。 

 

第１1 条（学年支援委員会）※規定を新設し、従来の第１１条と第１２条と統合 

学年委員会と支援委員会を統合し、新たに学年支援委員会を新設します。クラスごとの学級委員（学

級会）を廃止することに伴い、委員の役割として「学級会との連携」を削除します。また、必ず学年長か

ら委員長・副委員長を選ぶ規定や書記についての規定をなくして、委員内で柔軟に役割を決められるよ

うにします。 
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第１2 条（役員） 

クラスごとの学級委員の選出を行わない事に伴い、第１３条（学級会及び学級委員）の規定を廃止

します。また、第１６条（役員）の規定については、新たに第１2 条（役員）に繰り上げ、本部役員

の役職について、これまで人数が明確に「〇名以上」と定められていたものについて、「〇名目安」とし

て役員の人数が規定に満たなくても、制度上 PTA の運営に支障が無いようにします。（会長は引き

続き１名として規定します。） 

 

第１3 条（特別委員会および部会） 

従来の特別委員会の規定について、新たに各委員会の配下に「部会」を設置することが可能になるよう

に規定を見直しします。（代表委員会の配下にボランティア部会を設置することを想定した既定の見直

しです。）また、従来、特別委員会や部会のメンバーについて、その選任基準や任期についてはルールを

簡素化し、基本的には代表委員会の判断で設置、委員長を含めた委員の選任等を実施できるようにし

ます。 

 

第 14 条（個人情報の取り扱い） 

本会においては、これまで PTA 会員・生徒の個人情報の取り扱いに関する規定が設けられてなかったこと

から、この度、個人情報の取り扱いについて規定を設けます。 

 

第 1７条（役員及び委員の選出） 

総会までに役員及び委員について、候補者が目安人数に満たない場合でも年次総会実施後に代表委

員会の判断にて、追加の役員や委員を選出できるようにし、臨時総会等の開催を行わずとも機動的に

役員の追加選出ができるようにします。（従来の規定でも欠員が生じた場合の役員や委員の補充は

可能でしたが、年度当初から役員や委員が不足している場合の追加選出の規定にはなっていなかっ

たため、規定を微修正します。） 

 

第２１条 

本会則改正の施行日を記載します。 
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＜新旧対照表＞ ※変更箇所は下線太字 

現行の会則 改定案 

第２条（会員） 

本会は、明海中学校に在籍する生徒の保護者と

教職員を会員とします。 

第２条（会員） 

本会は、明海中学校に在籍する生徒の保護者と

教職員が会員となることができます。 

第 6 条（会計） 

本会の会計は、会費とその他の収入をもってあてま

す。 

1.会費は一世帯につき定額とします。 

2.会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3

月 

 31 日までとします。 

 第 6 条（会計） 

本会の会計は、会費とその他の収入をもってあてま

す。 

1.会費は一世帯につき定額とします。 

2.会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3

月 

 31 日までとします。 

3.本会が解散した場合は、残余の会費について

は浦安市、または浦安市が指定する機関に対して

寄付を行うこととします。 

第 7 条（機関） 

本会に、次の機関を置きます。 

1.総会 

2.代表委員会 

3.本部役員会 

4.学年委員会 

5.活動支援委員会 

6.学級会 

7.特別委員会 

8.会計監査 

第 7 条（機関） 

本会に、次の機関を置きます。 

1.総会 

2.代表委員会 

3.学年支援委員会 

4.特別委員会 

5.会計監査 

第 8 条（総会） 

1～２（略） 

3.全会員の３分の２以上（委任状を含む）の

出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同

意を必要とします。ただし、会則の改廃については、

出席者の３分の２以上の賛成を必要とします。 

4.（略） 

5.審議事項 

（1）活動報告及び決算 

（2）活動計画及び予算 

第 8 条（総会） 

1～２（略） 

3.全会員の３分の２以上（委任状を含む）の出

席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意

を必要とします。ただし、会則の改廃ならびに本会

の解散については、出席者の３分の２以上の賛成

を必要とします。 

4.（略） 

5.審議事項 

（1）活動報告及び決算 
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（3）役員・委員及び会計監査の承認 

（4）会則の改廃 

（5）その他の必要事項 

6.（略） 

（2）活動計画及び予算 

（3）役員・委員及び会計監査の承認 

（4）会則の改廃 

（5）その他の必要事項 

6.（略） 

第 10 条（本部役員会） 

1.本部役員会は、会長、副会長、書記、会計に

より構成し、会長が招集します。 

2.本部役員会は、総会・代表委員会で審議する

原案の作成や会務の連絡調整を行います。 

第 1０条（本部委員） 

2.本部委員は、会長、副会長、書記、会計により

構成します。 

3.本部委員は、総会・代表委員会で審議する原

案の作成や会務の連絡調整を行います。 

第 11 条（学年委員会） 

1.学年委員会は、学級長と教職員で構成し、各

学年に学年長を置きます。 

2.学年委員会に、委員長、副委員長、書記を置

きます。 

3.委員長、副委員長は、各学年長及びＪ組学

級長より選出します。 

4.学年委員会は、学級・学年活動の企画、運

営、連絡調整を行います。 

5.学年委員会は、学級・学年からの意見や要望

を、代表委員会や活動支援委員会に報告しま

す。 

 

 第 12 条（活動支援委員会） 

1.本会の活動を充実させる為に活動支援委員会

を置きます。 

2.活動支援委員会は、学級から選出された学級

委員と教職員により構成されます。 

3.活動支援委員会に、委員長、副委員長、書記

を置きます。 

4.活動支援委員会は、明海中学校の支援活動

の企画、運営、連絡調整を行います。 

第１1 条（学年支援委員会） 

1.学年支援委員会は、各学年に学年委員を選

任するとともに、学年ごとに学年長を置きます。 

2.学年支援委員会に、委員長（１名）、副委

員長（3 名目安）を置きます。 

３.学年支援委員会は、学年活動および明海中

学校の支援活動の企画、運営、連絡調整を行い

ます。 

４.学年支援委員会は、学年からの意見や要望

を代表委員会に報告します。 

 

＜補足説明＞ 

従来の第１１条（学年委員会）と第１２条

（活動支援委員会）を統合し、第１1 条（学年

支援委員会）を新設します。 

 



7 

 

第 13 条（学級会及び学級委員） 

1.学級会は、各学級の保護者と学級担任により

構成され､学級活動に当たるとともに必要な事項を

協議・調整します。 

2.学級会は、各学級で学級委員を選出します。

選出人数については、保護者 2 名以上とします。 

3.学級委員は、本部役員またはいずれかの委員を

兼務します。また、学級長は、学年委員を兼務しま

す。 

第 16 条（役員） 

1.本会に次の役員を置きます。 

（１） 会長 １名  （保護者） 

（２） 副会長 ３名以上（保護者２名以

上、教職員１名） 

（３） 書記  ２名以上（保護者） 

（４） 会計  ２名以上（保護者） 

2.役員の選考にあたっては、必要に応じて特別委

員会として設置することができます。 

 

 

第 12 条（役員） 

1.本会に次の役員を置きます。 

（１） 会長 １名 （保護者） 

（２） 副会長 ３名目安（保護者２名目安、

教職員１名目安） 

（３） 書記  ２名目安（保護者） 

（４） 会計  ２名目安（保護者） 

2.役員の選考にあたっては、必要に応じて特別委

員会を設置することができます。 

 

＜補足説明＞ 

※学級委員を設置するのをとりやめ、学級会も規

定としては廃止することとして、第 13 条（学級会

及び学級委員）の規定を削除。 

※第 16 条（役員）の規定を第 12 条（役員）

に繰り上げて目安人数を記載しました。 

第 14 条（特別委員会） 

1.特別委員会は、必要に応じ代表委員会の決定

により設置されます。 

2.特別委員会は、学級委員及び一般会員により

構成され、委員の任期については、予め定められた

期間とします。 

3.特別委員会は、委員長１名、副委員長１名

以上を置き、委員長は必要に応じ代表委員会に

出席し意見を述べることができます。 

第 13 条（特別委員会および部会） 

1.特別委員会および各委員会における部会は、

必要に応じ代表委員会の決定により設置・解散さ

れます。 

2.特別委員会および部会のメンバーはその役職

（委員長・副委員長等）を含め、代表委員会に

て決定できるものとします。 

※個人情報の取り扱いについて、第 14 条として

条文を新設 

第 14 条（個人情報の取り扱い） 

1.本会においては、PTA 会員への連絡や PTA

会費の徴収、役員・委員の候補者選定など、会

の運営に必要な範囲において会員および生徒の
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個人情報を取り扱います。 

2.本会において取り扱う個人情報は会員・生徒の

氏名、生徒のクラスおよび出席番号、会員の

SNS（LINE 等）の ID、電話番号、メールアド

レス、会費の徴収・返還等を行う際の銀行口座

等の情報、会員の会における役職（過去の役職

経験を含む）のみとし、会員本人から会が保有す

る個人情報について削除の請求があった場合に

は当該会員の個人情報は速やかに廃棄します。 

3.本会における個人情報の管理責任者は会長と

し、会長は各種法令に基づいて会員の個人情報

を管理することとします。 

4.外部機関等から個人情報の開示申請があった

場合には、法令上対応が求められる場合または、

会員や生徒本人の身に危険が迫っており緊急避

難としての対応が求められる場合に限って情報を

開示します。 

5.明海中学校を含め、第三者から会に対して個

人情報の提供を受ける場合は、提供日・提供者・

提供目的・提供を受ける個人情報の対象者の同

意の有無について、記録することとし、その情報に

ついて提供目的を達した際には速やかに情報を廃

棄します。 

第 17 条（役員の任務） 第 16 条（役員の任務） 

※条文番号を繰り上げ（内容には変更なし） 

第 18 条（役員及び委員の選出） 

1.役員及び委員は、総会に諮って決定します。 

2.役員及び委員に途中欠員が生じた場合、代表

委員会において協議し、残任期間について欠員を

補充することができます。ただし、会長に欠員が生じ

た場合については、副会長のいずれかが残任期間

を代行することとします。 

第 17 条（役員及び委員の選出） 

1.役員及び委員は、総会に諮って決定します。 

2.役員及び委員が欠員または目安人数に満たな

い場合、代表委員会において協議し、残任期間に

ついて欠員を補充することができます。ただし、会長

に欠員が生じた場合については、副会長のいずれか

が残任期間を代行することとします。 

第 19 条（役員及び委員の任期） 

第 20 条（校長） 

第 21 条（細則） 

第 18 条（役員及び委員の任期） 

第 19 条（校長） 
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第 20 条（細則） 

※条文番号を繰り上げ（内容には変更なし） 

第 22 条 

この会則は、平成 18 年 12 月 2 日から施行され

ます。 

この会則（一部改正）は、令和 5 年 4 月 22

日から施行します。 

第 21 条 

この会則は、平成 18 年 12 月 2 日から施行され

ます。 

この会則（一部改正）は、令和 6 年 X 月 X 日

（※）から施行します。 

 

※新たな会則の施行日は会則改定の承認が確認できた日とします。 
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浦安市立明海中学校ＰＴＡ会則（今回の改定箇所を下線にて反映しています） 

 

第１章 総則 

 第 1 条（名称） 

  本会は、浦安市立明海中学校ＰＴＡと称し、事務局を明海中学校に置きます。 

 第 2 条（会員） 

  本会は、明海中学校に在籍する生徒の保護者と教職員が会員となることができます。 

 第 3 条（目的） 

  本会は、会員が協力して家庭と学校と地域社会における生徒の健全な育成を図るとともに、

会員相互の理解を深めることを目的とします。 

 第 4 条（方針） 

  本会は、生徒の教育並びに福祉を目的とする地域団体や機関と協力し、豊かな教育を目指

す自主団体として活動し、特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的とする行為は

行ないません。 

 第 5 条（活動） 

  本会は、第 3 条の目的を達成する為の活動を行います。 

 第 6 条（会計） 

    本会の会計は、会費とその他の収入をもってあてます。 

1. 会費は一世帯につき定額とします。 

2. 会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日までとします。 

3. 本会が解散した場合は、残余の会費については浦安市、または浦安市が指定する機関

に対して寄付を行うこととします。 

第２章 組織 

   第 7 条（機関） 

  本会に、次の機関を置きます。 

1. 総会 

2. 代表委員会 

3. 学年支援委員会 

4. 特別委員会 

5. 会計監査 

   第 8 条（総会） 

1. 総会は、全会員によって構成する本会の最高議決機関です。 

2. 年１回定例会を開催とします。また必要に応じて臨時総会を開くことができます。 

3. 全会員の３分の２以上（委任状を含む）の出席をもって成立し、議決は出席者の過

半数の同意を必要とします。ただし、会則の改廃ならびに本会の解散については、出席者

の３分の２以上の賛成を必要とします。 

4. 臨時総会は、代表委員会が必要と認めたとき、又は全会員の５分の 1 以上の要請があ
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ったとき、速やかに開催することができます。 

5. 審議事項 

（1） 活動報告及び決算 

（2） 活動計画及び予算 

（3） 役員・委員及び会計監査の承認 

（4） 会則の改廃 

（5） その他の必要事項 

6.  議長・副議長は出席会員から選出します。 

第 9 条（代表委員会） 

6. 代表委員会は、総会に次ぐ議決機関として当該年度の活動方針・計画に則って日常的

な議案の審議、承認を行います。 

7. 代表委員会は、本部役員及び各委員会の委員長・副委員長により構成します。 

8. 代表委員会は、原則として月１回会長が招集します。 

9. 代表委員会は、次の事項を審議します。 

（1） 総会で議決された事項の運営 

（2） 本部役員会及び、各委員会より提出された議案の審議及び連絡調整 

（3） その他必要事項 

第 1０条（本部委員） 

1. 本部委員は、会長、副会長、書記、会計により構成します。 

2. 本部委員は、総会・代表委員会で審議する原案の作成や会務の連絡調整を行います。 

   第１1 条（学年支援委員会） 

1. 学年支援委員会は、各学年に学年委員を選任するとともに、学年ごとに学年長を置きま

す。 

2. 学年支援委員会に、委員長（１名）、副委員長（3 名目安）を置きます。 

3. 学年支援委員会は、学年活動および、明海中学校の支援活動の企画、運営、連絡調

整を行います。 

4. 学年支援委員会は、学年からの意見や要望を、代表委員会に報告します。 

第 12 条（役員） 

1. 本会に次の役員を置きます。 

（１） 会長     １名  （保護者） 

（２） 副会長    3 名目安（保護者２名目安、教職員１名目安） 

（３） 書記     ２名目安（保護者） 

（４） 会計     ２名目安（保護者） 

2.  役員の選考にあたっては、必要に応じて特別委員会を設置することができます。 

      第 13 条（特別委員会および部会） 

1. 特別委員会および各委員会における部会は、必要に応じ代表委員会の決定により設

置・解散されます。 
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2. 特別委員会および部会のメンバーはその役職（委員長・副委員長等）を含め、代表委

員会にて決定できるものとします。 

      第 14 条（個人情報の取り扱い） 

1. 本会においては、PTA 会員への連絡や PTA 会費の徴収、役員・委員の候補者選定など、

会の運営に必要な範囲において会員および生徒の個人情報を取り扱います。 

2. 本会において取り扱う個人情報は会員・生徒の氏名、生徒のクラスおよび出席番号、会

員の SNS（LINE 等）の ID、電話番号、メールアドレス、会費の徴収・返還等を行う際

の銀行口座等の情報、会員の会における役職（過去の役職経験を含む）のみとし、会

員本人から会が保有する個人情報について削除の請求があった場合には当該会員の個

人情報は速やかに廃棄します。 

3. 本会における個人情報の管理責任者は会長とし、会長は各種法令に基づいて会員の個

人情報を管理することとします。 

4. 外部機関等から個人情報の開示申請があった場合には、法令上対応が求められる場合

または、会員や生徒本人の身に危険が迫っており緊急避難としての対応が求められる場

合に限って情報を開示します。 

5. 明海中学校を含め、第三者から会に対して個人情報の提供を受ける場合は、提供日・

提供者・提供目的・提供を受ける個人情報の対象者の同意の有無について、記録するこ

ととし、その情報について提供目的を達した際には速やかに情報を廃棄します。 

第 15 条（会計監査） 

1. 一般会員の中から３名（内教職員１名）の会計監査を選出し、総会に諮って決定し

ます。 

2. 会計監査は、本会の会計監査を行い、その結果を定期総会において報告します。 

第 16 条（役員の任務） 

1. 会長は、本会を代表し、会務を統括します。 

2. 副会長は、会長を補佐し、必要のあるときは代理を務めます。 

3. 書記は、庶務をつかさどり、記録や通知その他書類の作成保管にあたります。 

4. 会計は、本会の会計事務一切をつかさどります。 

       第 17 条（役員及び委員の選出） 

1. 役員及び委員は、総会に諮って決定します。 

2. 役員及び委員が欠員または目安人数に満たない場合、代表委員会において協議し、残

任期間について欠員を補充することができます。ただし、会長に欠員が生じた場合について

は、副会長のいずれかが残任期間を代行することとします。 

     第 18 条（役員及び委員の任期） 

1. 役員及び委員の任期は 1 年とし、次年度役員が決定するまで任務を引き継ぐこととしま

すが、再任は妨げません。ただし、同一役職は連続して３年までとします。 

第 19 条（校長） 

1. 校長は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができます。 
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第 3 章 附則 

第 20 条（細則） 

本会の運営上必要な細則は、会則に基づき代表委員会において定めることができます。細

則を制定または改廃した場合、代表委員会はその結果を会員に報告します。 

        第 21 条 

この会則は、平成 18 年 12 月 2 日から施行されます。 

この会則（一部改正）は、令和 6 年 X 月 X 日（※）から施行します。 

 

※新たな会則の施行日は会則改定の承認が確認できた日とします。 
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浦安市立明海中学校ＰＴＡ細則（今回は改定はありません） 

 

第 1 条 会費規定 

1．この規定は、浦安市立明海中学校ＰＴＡ会費の会費徴収に関する事項を定めます。 

2．会費は一世帯あたり月額 250 円とし、年度分一括徴収します。 

3．年度途中の転入転出の場合は次のとおりにします。 

（１）転入の場合は、転入の翌月から年度末までの分を徴収します。 

（２）転出の場合は、転出の翌月から年度末までの分を返還します。ただし、会計まで連絡

のない時は、返還しません。 

4．会費の徴収及び返還にかかる手数料は、原則として会員の負担とします。 

5．会費は、会員からの申し出があった場合、代表委員会の承認により減免することができます。 

6．この規定を改定する場合は、代表委員会の決議を必要とします。 

 

第 2 条 慶弔規定 

1．この規定は、浦安市立明海中学校ＰＴＡ（会員ならびに生徒）の慶弔に関する事項を定

めます。 

2．この規定による弔慰金は別表のとおりとします。 

3．この規定に定めない事項で、必要と認められる場合は、会長及び副会長において決定し、次

回の代表委員会に報告することとします。 

4．この規定を改定する場合、代表委員会の決議を必要とします。 

別 表 

種 別 

 

該当者 金 額 

死 亡 

会員・生徒 10,000 円 

教職員の配偶者及び子 5,000 円 

教職員の実父母 5,000 円 

 

第 3 条 総会ならびに各委員会の開催手段 

 

PTA 会則に規定される総会ならびに各委員会は会長（各委員会においては各委員長）の判断により、

集合会議での開催に代えて、書面や電子的手段(リモート会議、電子メール、チャットツール等)にて開

催(集合会議との併用を含む)し、決議することを可能とします。 

 

第 4 条 

  この細則は、平成 18 年 12 月 2 日から施行します。 

  この細則（一部改正）は、令和 5 年 4 月 1 日から施行します。 
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【別紙２】２０２４年度 役員・委員及び会計監査候補者（案） 

1. 代表委員会 

会長 横山 豪  （3 年）   

副会長 米田 香織（２年） 山下 崇紀（2 年） 永石 一憲（3 年） 

川崎 康晴（教頭）   

書記 渡邉 寧子 （2 年） 野沢 早智（3 年）  

会計 木戸地 洋介(2 年) 佐藤 朱子（3 年）  

学年支援委員長 井關 温子（3 年）   

学年支援副委員長 
鎌田 萌（1 年） 永澤 千鶴（1 年）  

斎藤 愛（2 年） 高野 景子（2 年） 増山 清子（3 年） 

 

会計監査 小暮 香子（3 年） 土居 真波（３年） 岡本 直子（教務主任） 

 

 

2. 学年支援委員会 

★印は委員長、◎は副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学年 

◎鎌田 萌 ◎永澤 千鶴 高岡 加奈 高根沢 玲子 藤岡 順子 

亘理 恵美 浅川 総子 岩田 章子 大門 有理 加藤 智美 

佐藤 恵美子 津江 知亜紀 平山 舞 益子 梨奈  

２学年 ◎斎藤 愛 ◎高野 景子 磯谷 美佐 大谷 良子 小杉 朋子 

３学年 ★井關 温子 ◎増山 清子 奥田 由希子 今野 理子 林 久子 

Ｊ組 中里 美穂     
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（参考）PTA の組織体制見直しについて 

本書面総会における PTA 会則の改定案承認を前提に、２０２４年からは下記の通り組織体制

の見直し（委員会の整理統合）を実施いたします。今回お示ししております役員・委員及び会計監

査候補者（案）についても、以下の体制見直しを反映したものとなっております。 

 

＜主な見直し内容＞ 

・本部役員会を廃止し、必要な業務は代表委員会にて実施 

・学年委員会と活動支援委員会を統合し、学年支援委員会（新設）に一本化 

・学年支援委員は生徒の所属クラスを問わず学年ごとに選出する方式に見直し 

・卒業対策委員会を廃止し、進路対策は基本的に学校にて対応し、PTA としての対応が必要な事

項は代表委員会にて対応 

 

＜新たな委員会構成と主な活動等＞ 

委員会名称と主な活動 メンバー構成と主な役割 

代表委員会 

 総会で審議する原案や会務の連絡調整 

 代表委員会の議案作成、開催 

 芸術鑑賞教室の企画 

 進路卒業対策活動 

 各種地域活動への参加 

 ボランティア部会の運営 

会長 1 名 

 PTA を代表し、統括 

 月 1 回の代表委員会を計画・招集 

 各種学校行事、地域行事へ PTA を代表して参

加 

副会長 3 名目安（うち教職員 1 名目安） 

 会長の補佐ならびに会長がその職務を遂行でき

ない状況が発生した場合の代行 

書記 2 名目安 

 庶務業務、記録や通知その他書類の作成（主

に PTA だより） 

会計 2 名目安 

 PTA 全般の会計事務 

学年支援委員会（新設） 

 学級・学年活動の企画、運営、連絡調整を行

い、PTA 会員の意見や要望を代表委員会へ

報告する。 

 学年支援委員会の開催（随時） 

 

＊ 主な活動予定 

委員長 1 名 

 学年支援委員会を代表し、統括 

 学年委員会の計画・招集 

 代表委員会への出席 

副委員長 ３名目安 

 委員長と分担して活動リーダーを担うとともに、委

員長が職務を遂行できない場合の代行 
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 制服リサイクル 

 学校行事（体育祭、合唱祭等）のサポート 

 ＰＴＡ主催行事（芸術鑑賞教室、キャリア

教育）のサポート 

 体育祭マフラータオル製作 

 地域活動（明海の丘夏まつり・防犯パトロール

等）のサポート 

 

 代表委員会への出席 

 

委員 各学年 3 名・J 組 1 名（合計 10 名）を

目安 
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【別紙３】2023 年度活動報告 

 

＜２０２３年度活動報告＞ 

2023 年度は代表委員会を計９回開催いたしました。 

昨年４月の総会にて、お示しした活動方針： 

1.  学校経営方針に則り、保護者と教職員が協力し、地域との連携をとりながら、生徒の健

全育成を図るとともに、会員相互が理解を深め、明海中学校の生徒数減少にともない、

PTA 会員についても減少が余儀なくされる中でも無理なく参加・運営できる活動をめざし

ます。 

2.  新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の扱いが第五類に引き下げられる予定で

あることを踏まえ、「生徒たちの笑顔と平穏で生き生きした日常生活を新たな生活様式の

中で送る」ことを目標とし、全保護者と教職員が協力し、「家庭・学校・地域」それぞれの

場で、適切な新型コロナウイルス感染予防策を取りながら、対面でコミュニケーションするこ

との良さとリモート・オンライン環境を活用する利便性等をそれぞれ生かした PTA 活動のあ

り方を目指します。 

を基本に、学校と一体となった、校内・校外の PTA 活動にあたりました。 

新型コロナウイルスによる学校生活への影響は過去に比べて少なくなる一方で、数年ぶりに季節性イ

ンフルエンザの流行がみられ、合唱祭が延期や学級閉鎖等の影響がありましたが、学校との連携を計り

ながら PTA 主催行事の開催や各種学校行事のサポートを行いました。PTA 活動については、PTA 役

員が対面で集まりコミュニケーションを深める機会を委員会の場だけではなく懇親会等も再開させつつ、リ

モート会議やチャットツールも引き続き活用して、「できる人ができる方法」で柔軟に活動に参加することを

意識して運営を進めました。 

 

2023 年度の主な PTA 活動について 

（１） 体育祭 

2016 年度から始めた応援旗となるマフラータオルを 2023 年度も作成し、生徒に参加賞として

贈呈しました。また、生徒に一人一本ずつペットボトル入りスポーツ飲料を PTA 会費から支出し

て配布しました。 

（２） 合唱祭 

合唱祭について、PTA から学校へ要望し、アーカイブ形式での動画配信を実現しました。その

一方で、年々需要が減少していた DVD・ブルーレイの制作については 2023 年度については

製作を取りやめることとしました。また、PTA 役員にて浦安市民会館の会場受付等、運営をサ

ポートしました。 

（３） 制服リサイクル 

今年度は、５月の「体育祭」及び保護者会にあわせ 11 月にリサイクルの制服回収を実施しま

した。 

また、10 月の進路保護者会に合わせて３年生を対象に、2 月の新入生保護者説明会に合

わせて新入生・在校生を対象に制服リサイクル会を行いました。 

おかげさまで多くの方に制服などをお渡しすることができました。 
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（４） 芸術鑑賞教室 

2022 年度から明海中・明海小・明海南小の 3 校共同開催に続き、2023 年度も 3 校合同

にて、芸術鑑賞教室を PTA 主催にて実施しました。明海地区の児童数減少に対応し各校の

負担を抑えつつ、環境問題や ESG をテーマとした「もったいないミュージカル」を明海中学校体

育館に出演団体を招いて上演し、充実したステージ内容で満足度の高い内容となりました。 

（５） 職業講演会（キャリア教育） 

例年どおり、明海中学校教職員、学校支援コーディネーター、PTA 役員にて連携して、1 年生

を対象にした職業講演会を行いました。保護者の方々、地域の方々などから多数の講師をお

招きし、生徒たちに様々な職業について話を聞いてもらいました。 

 

各委員会の活動実績については、以下の通りです。 

   

① 代表委員会・本部役員会 

日程・時期 内容等 

2023/4/12 明海中学校入学式 

2023/4/22 PTA 総会（書面開催） 

2023/6 PTA だより（第１号）発行 

2023/7/22 明海地区一斉防犯パトロール 

2023/8/5 明海の丘夏祭り サポートボランティア 

2023/11/1 合唱祭 運営サポート、撮影 

2023/12/2 明海地区一斉防犯パトロール 

2023/12/4 芸術鑑賞会 3 校合同開催 

2023/12/6 職業講演会（キャリア教育） 運営サポート 

2023/12 PTA だより（第 2 号）発行 

2023/12/20 1・２年生保護者会にて PTA の体制見直し説明 

2024/1 次年度役員募集  

2024/2/1 新入生説明会にて次年度 PTA の説明 

2024/3/6 三年生を送る会撮影 

2024/3/13 明海中学校 卒業証書授与式（卒業記念品贈呈） 

2024/3 PTA だより（第 3 号）発行 

2024/4/10 明海中学校入学式 1 年生保護者会 PTA 運営方針説明 

2024/4/11 保護者会(新 2・3 年生）PTA 運営方針説明 

2024/4/20 新旧役員引継ぎ会 

2024/4/26 PTA 総会、書面開催（予定） 
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役割・協賛 内容等 

【浦安市防犯協会】※防犯協会理事、明海中学校 PTA 支部長：PTA 会長兼務 

【明海中学校区青少年健全育成連絡協議会】※副会長：PTA 会長兼務 

【浦安市青少年補導員】※PTA 選出：みなし役員 

【浦安市交通安全対策協議会委員】※PTA 選出：PTA 会長兼務 

【浦安市社会福祉協議会】※海浜 2 支部推進委員 ※PTA 選出：みなし役員 

【明海南小学校区広域避難所運営本部会議】※会長、副会長：会議メンバー 

〈協賛〉 

明海の丘 夏まつり（8 月 5 日開催）協賛 

〈学校サポート・協力団体〉 

明すぽ（学校内外の清掃活動他） 

明海オヤジの会（中学校区内パトロール、清掃活動他） 

 

② 活動支援委員会 

日程・時期 内容等 

2023/04/15 役員引継ぎ 

2023/05/13 体育祭にて制服回収、整理作業 

2023/07/12 第１回支援委員会 

2023/09/06 制服検品作業 

2023/09/20 制服リサイクル会（３年生対象） 

2023/12/07 職業講演会（キャリア教育）へのお手伝い 

2023/12/11 制服回収ボックス設置（12/11～15） 

2023/12/20 第２回支援委員会 

2024/02/01 制服リサイクル会（新入生、1・2 年生対象） 

 

③ 学年委員会 

日程・時期 内容等 

2023/05/01 第 1 回学年委員会、マフラータオル配布準備(クラス毎に) 

2023/05/02 体育祭用スポーツドリンク発注 

2023/05/10 体育祭用スポーツドリンク受取り・配布準備 

2023/05/13 体育祭用スポーツドリンク受取り・配布（学校へ依頼） 

2023/07/12 クラス保護者会後の親睦会司会進行 

校外学習業者選定会出席(1 年) 

2023/10/31 林間学校会計監査実施(2 年) 

2023/11/01 合唱祭手伝い（受付・案内） 

2023/10/31 林間学校会計監査実施(2 年) 
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2023/12/01 林間学校業者選定会出席(1 年) 

2023/12/20 修学旅行業者選定会出席(1 年) 

校外学習会計監査実施(1 年) 

2024/03/11 

2024/03/18 

学年会計監査実施(全学年) 

2024/03      次年度マフラータオルデザイン決定 

2024/03/25 次年度「保護者名札」レター作成・印刷 

2024/04 マフラータオル発注 

 

④ 特別委員会（進路卒業対策委員会） 

日程・時期 内容等 

2023/05/10 銀行口座代表者の変更 

2023/06/01 第 1 回進路卒業対策委員会 

卒業生に話を聞く会登壇者選定依頼(学校へ) 

2023/06/02 卒業証書ホルダー見積もり、サンプル送付依頼 

2023/06/27 卒業証書ホルダー発注 

2023/06/30 進路卒対費引き落とし、進路卒対口座へ入金(学校側にて対応) 

※進路卒対費入金後～2024/03/10 迄：会計管理（進路主任） 

2023/07/08 修学旅行会計監査 

2023/07/上旬 卒業生に話を聞く会謝礼品購入 

2023/07/13 卒業生に話を聞く会準備、実施、片付け 

2023/10/17 卒業証書ホルダー納品・検品・キズ汚れ分の再発送依頼 

2023/12/20 修学旅行会計監査 

第 2 回進路卒業対策委員会 

卒業証書ホルダー枚数最終確認 

2024/03/11 進路卒対費会計監査 

2024/03/12 進路卒対費会計報告書作成、印刷(学校へ依頼) 

2024/03/13 卒業証書ホルダー配布、進路卒対費会計報告(卒業式後体育館にて) 

2024/04 進路卒対口座解約 

 

 

 

 

 

以上 
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【別紙４】 2023 年度の会計報告および会計監査結果 
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【別紙 5】2024 年度 活動方針及び活動計画（案） 

 

① 活動方針 

1.  学校経営方針に則り、保護者と教職員が協力し、地域との連携をとりながら、生徒の健全

育成を図るとともに、会員相互が理解を深め、明海中学校の生徒数減少にともない、PTA

会員についても減少が余儀なくされる中でも無理なく参加・運営できる活動を志向しつつ、

PTA 主催行事の開催や学習活動（キャリア教育等）・学級活動・部活動への支援などに

取り組んでいきます。 

2.  「刻々と変わりゆく社会の中で、生徒たちの笑顔を大切にしながら新たな生活や学習のあり方

に生徒や教職員・家庭がスムーズに適合していく」ことを目標とし、全保護者と教職員が「家

庭・学校・地域」それぞれの場で、対面コミュニケーションの良さとリモート・オンライン環境の利

便性等を活かした PTA 活動のあり方を目指します。 

 

活動計画 

 代表委員会 学年支援委員会 

PTA 活動統括 

◎ ー 

代表委員会の運営、PTA だよりの発行、 

学校内外関係機関との連絡・調整・連携 

PTA 主催行事  
◎ ○ 

科学・芸術・音楽のテーマイベントの企画運営 

制服リサイクル活動  〇 ◎ 

学校「PTA 名札」作成・配布 〇 ◎ 

校外活動・林間学校・修学旅行

の業者選定（1 年生のみ） 
〇 ◎ 

地域防犯パトロール ◎ 〇 

キャリア教育 ◎ 〇 

体育祭の支援 
〇 ◎ 

参加賞タオル作成等 

合唱祭の支援 
〇 ◎ 

会場受付・誘導・オンライン配信サポート等 

学級活動や部活動の支援 ○ ◎ 

地域活動支援 

（明海の丘夏まつり等） 

◎ 〇 

PTA からのボランティア派遣等 

なお、今年度の代表委員会、学年支援委員会等の詳細な活動方針は、代表委員会の中で審議

確認し、活動および予算執行を進めてまいります。 
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【別紙 6】２０２４年度 会計予算（案） 
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【別紙７】PTA 備品一覧表 

 

 

 

 

 

以上 


